
（業務委託契約等） 

みよし市公契約条例説明チラシ（R7.10.17改正／業務委託） 

 
 

１ 特定公契約とは 

特定公契約とは公契約のうち、労働報酬下限額や労働環境確認書の提出の対象となる以下の契約です。 
 

（1）予定価格が１億円以上の工事又は製造の請負契約 

（2）予定価格が 1,000 万円以上の業務委託契約及び労働者派遣契約 

（3）予定価格が 1,000 万円以上の指定管理協定（公募によるものに限る） 

 

２ 特定公契約における受注者等の義務 

(1) 労働報酬下限額以上の賃金の支払  

特定公契約における受注者、下請負者、受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者（以下、「事業者」という。）

は、労働報酬下限額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 

対象となる労働者は、特定公契約に係る業務に従事している、事業者に雇用されている労働者です。 

(2) 労働環境確認書の提出  

   事業者は、契約締結後速やかに、労働環境確認書を作成し提出してください。 

 (3) 労働者への周知  

   受注者は、下記ア～エについて、特定公契約に係る作業が行われる作業場の見やすい場所に掲示、備え付け、

又は書面交付により、労働者等に周知してください。 

ア 労働者等の範囲  

イ 労働報酬下限額 

ウ 労働者等が申出をする場合の申出先 

エ 労働者等の申出を理由とする不利益な取扱いの禁止 

 

注意‼ 上記の義務は、受注者（元請業者）のみでなく、全ての下請業者に適用されます。 

  （受注者が一次下請業者を通じ、労働環境確認書の提出や労働者等への周知の依頼をしてください。） 

  【労働環境確認書提出方法等フロー図／契約】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 労働報酬下限額とは 

特定公契約に係る業務等に従事する労働者に対して支払われる１時間当たりの労働賃金の下限の額として

市長が定めた金額です。（毎年度の労働報酬下限額は公契約審議会で決定されます。） 

 

【参考】業務委託契約、労働者派遣契約及び指定管理協定の労働報酬下限額 

（愛知県の地域別最低賃金を勘案して定める） 

(1) 令和７年１月１日以後に公告・通知及び公募し、令和７年４月１日以降に業務を開始する特定公契約 

1,134円（１時間当たり） 

(2) 令和７年１０月１８日以後に公告・通知及び公募する特定公契約 

1,140円（１時間当たり） 

 

※業務委託契約等、指定管理協定における労働報酬下限額の構成要素 

（厚生労働省ホームページ「最低賃金の対象となる賃金」参照） 

 

 

４ 労働者等の申出 

（1）公契約に係る賃金が労働報酬下限額を下回る場合（未払いを含む）は、市長等・事業者に対して、その旨を

申し出ることができます。 

（2）事業者は、申出をしたことを理由に、当該労働者に対し解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。 

 

５ 条例に違反した場合  

市は、事業者が条例の規定に違反した場合、違反した事業者の名称・所在地・違反した旨の公表、入札参加

停止措置、契約の解除を行うことができます。

区分 手当等 例 

対象 

基本給相当額 ・基本給(定額給) 

諸手当 
毎月決まって支払われる基本的な賃金 

・都市手当(地域手当) ・現場手当 ・技能手当 ・職務手当 等 

対象外 

臨時に支払われる賃金 ・結婚手当等 

賞与等 1か月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金 

時間外割増賃金 ・時間外､休日､深夜の割増賃金 

その他最低賃金の 

算定対象外の手当 
・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当 

この契約はみよし市公契約条例の「特定公契約」に該当するため、「労働報酬下限額」が定められています。 

 

様式 36～37 ページ 記載上の注意 14～19 ページ 

 

手引き参考 

周知様式例 22 ページ 

 

手引き参考 

 計算方法 7～9 ページ 

 

手引き参考 



（業務委託契約等） 

みよし市公契約条例説明チラシ（R7.10.17改正／業務委託） 

６ 労働環境確認書の記載方法  

≪表面≫                                 ≪裏面≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※労働報酬下限額と比較する賃金単価の対象となるもの 

 

（厚生労働省ホームページ「最低賃金の対象となる賃金」参照） 

 

区分 手当等 例 

対象 

基本給相当額 ・基本給(定額給) 

諸手当 
毎月決まって支払われる基本的な賃金 

・都市手当(地域手当) ・現場手当 ・技能手当 ・職務手当 等 

対象外 

臨時に支払われる賃金 ・結婚手当等 

賞与等 1か月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金 

時間外割増賃金 ・時間外､休日､深夜の割増賃金 

その他最低賃金の 

算定対象外の手当 
・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当 

契約締結後、速やかに総務部総務課へ提出

してください。（メール提出可） 

提出後に当初の提出内容から変更する場合

は、変更後速やかに内容を修正し、再度提

出してください。 

 

担当者は、労働環境確認書の 

内容を説明できる方を 

記入してください。 

当該契約に従事する方のうち、 

最も低い方の賃金単価 

（１時間当たりの単価）を記入 

※対象については、下記参照 

以降、「確認内容」を読み、該当する 

箇所に「〇」を付してください。 

様式 36～37 ページ 記載上の注意 14～19 ページ 

 

手引き参考 

以降、「確認内容」を読み、該当する 

箇所に「〇」を付してください。 

なお、特定公契約の詳細については、みよし市ＨＰ「みよし市公契約条例」を御確認ください。 

（https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html） 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html） 

■■特定公契約に関する問合せ先■■ 

みよし市役所総務部総務課（みよし市役所５階） 

電話 0561-32-8006  ﾌｧｸｼﾐﾘ 0561-32-2165 

電子メール keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

確認内容に「いいえ」の回答がある場合は、【特記事項】欄に

その理由及び改善予定を記入してください。 

 計算方法 7～9 ページ 

 

手引き参考 

一人親方の場合は「はい」とし、

９のみ回答してください。 

市民病院発注案件は、宛先を 

「みよし市病院事業管理者」と 

してください。 

提出者（本確認書を記載している

事業者）を元請とする下請契約を

締結していない場合は「対象外」

に「〇」を付してください。 

 

｢―（横線）｣を記入してください。 

提出者（本確認書を記載している

事業者）が外国人を雇用していな

い場合は「対象外」に「〇」を付

してください。 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/soumu/11/253.html

